
滝川労働基準監督署

当署管内において、８月中に高所からの墜落による労働
災害が多発しました。つきましては、適切な墜落防止措置
の実施に加え、安全な作業方法の確立、保護具の着実な使
用、労働者への安全衛生教育の実施等について今一度確認
の上、対策を徹底してください。

災害事例１（詳細は調査中）
ダムの放水路付近の法面で、刈払

機を用いて草刈り作業を行っていた
ところ、足を滑らせて法面下部から
約3メートル下の放水路の水面に墜
落したと推定されるもの。
水深約2メートルの放水路に沈ん

でいるところを発見され、その後死
亡が確認された。

災害事例２
一般住宅の屋根の塗装を行うため、

設置されていた木製のはしごを上っ
て屋根に上がろうとしたところ、は
しごが折れ約4メートル下の地面に
墜落し、踵を骨折した。

災害事例３
倉庫の屋根の張替えのため、周囲

に設置していた足場の手すりを一部
外し、屋根材の荷揚げ作業を行って
いたところ、バランスを崩して約5.7
メートル下の地面に墜落し、肋骨を
折る怪我を負った。なお、墜落制止
用器具は使用していなかった。



北海道労働局のホームページに滝川労働基準監督署からのお知らせとして、当署で作成したリーフ
レット等を掲載しています。以下から閲覧できますのでご活用ください。
北海道労働局ＨＰ（ホーム）＞ニュース＆トピックス＞労働基準監督署からのお知らせ＞滝川労働基
準監督署からのお知らせ（https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/news_topics
/kantokusho_oshirase_0005_07.html）

・足場の設置

・はしご、脚立の固定

・保護帽、要求性能墜落制止用器具の使用

〇高さ２メートル以上の作業床の端や開口部に、囲い、手すり等を設置
〇囲い等の設置が困難な場合には、防網を設置

〇墜落時保護用ヘルメットの確実な着用
〇要求性能墜落制止用器具の使用及び教育の実施

・囲いや手すりの設置

一部手すりを取り外して作業を
行う場合は、墜落制止用器具を
使用しましょう！また、作業後
はすぐに復旧してください。

〇枠組足場 交差筋交い＋
下さんまたは幅木等

〇枠組足場以外 手すり＋中さん等

使用する前に、はしごや脚立の
強度が十分か確認しましょう！

〇はしごの上部及び下部の固定
〇脚と水平面の角度を保ち、開き止め
金具がついている脚立の使用


